
藻場の再生・整備等
（ブルーカーボン）

バイオマス発電

海洋エネルギー実証フィールド利活用

電力網
水素網
交通網

【凡例】

洋上風力発電

水素ステーション

再エネ水素製造・貯蔵

次世代自動車(FCV、EV等)

森林整備の促進・
県産木材の利用促進

再エネ由来の水素による水素
サプライチェーンの構築

高効率照明・
空調等の導入 地域新電力の設立支援・

地域再エネの地産地消・
災害に強いエネルギー供給体制

CO2吸収

水力 バイオマス

再造林及び間伐

有機農業

Jクレジット制度等の普及

農業・畜産施設等の再エネ活用

県産木材の利用

風力
地熱 太陽光

森林の循環利用

再エネの導入促進・活用

再生可能エネルギーによる発電

自立分散型エネルギー
森林面積：約118万ha（県土の77％）
構成比 ：国有33％、民有67％

2030年再生可能エネルギー発電量目標 約54.2億ｋWh（家庭約173
万世帯分に相当）

本県におけるグリーン社会実現のイメージ

ZEB・ZEH
【本県の強み】
◆再エネルギーポテンシャル 全国２位
◆再エネ電力自給率 41.7％
◆森林面積 全国２位

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に、将来の「グリーン社会」のイメージ図をご紹介します。広い県土、森林と海洋などの自然環境、再生可能エネルギーのポテンシャルを有する岩手県では、それぞれの地域の特性を活かした、地域と共生する再生可能エネルギーの導入が進み、森林資源の循環利用が促進され、地域で発電された電気が、農業や工業、家庭など幅広い分野で活用され、エネルギーの自立、地産地消が進んでいる、というイメージです。このように、地域経済と環境に好循環をもたらす、岩手ならではの「グリーン社会の実現」に向けては、県と市町村との連携のほか、多くの県民、事業者の皆様の協力が不可欠です。引き続き、皆様には様々な面でご支援、ご協力いただきますようお願い申し上げます。（311）
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地球温暖化対策推進法の改正事項（促進区域、環境配慮の基準）

市町村は、（地方公共団体実行計画（区域施策編）を定めている場合において）地域脱炭素化促進事業の促進
に関する事項として、促進区域、地域の環境の保全のための取組、地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
等を定めるよう努めることとされている。（第21条第５項）
市町村は、環境保全に係る国・都道府県による基準のあり方を踏まえて、促進区域を設定。（第21条第６項、第７
項）

地球温暖化対策推進法改正による変更点地球温暖化対策推進法改正による変更点

設定例 概要 具体のイメージ（案）
環境省令 全国一律で一般的か

つ明確な内容を想定
• 保護地域等の法律上又は事実上立地不可能な区域の除外
• 絶滅危惧種の生育生息地等
• 立地を避けるべき地域
• 騒音等の防止
• 住居に近接する場合の配慮

環境配慮基
準

環境省令を踏まえつ
つ、それに地域の自然
的社会的条件を加え、
一定の具体的な面的
な地理情報を念頭に
置いた基準を提示

• 都道府県の定める保護地域等の条例上または事実上立地不
可能な区域の除外

• 当該エリアごとに、
居住地域からの距離
森林からの距離
鳥の営巣地からの距離

等の地域別事情等から立地できない区域の有無等

促進区域設定のイメージ

環境省令・環境配慮基準の設定例

自治体

再エネを促進
するとしてポジ
ティブに設定さ

れるエリア

国・都道府県
基準に基づく

エリア

白地なエリア
（調整エリア）

促進区域 除外・
配慮事項

促進区域の設定には、例えば次の手順が想定される。
1. 環境省令や都道府県が設定した環境配慮基準に基づくエリアを除外。
2. 白地なエリア（調整エリア）のうち、再エネを促進するとしてポジティブに設定され

るエリアを促進区域として抽出。
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